
 

 

あおば災害ネット登録促進のためのダイレクトメール発送について 

 

１ ダイレクトメール発送について 

災害発生時に一人では避難が困難な要援護者の避難支援を円滑に進めるた

めのシステムである「あおば災害ネット」の登録促進のため、２月下旬頃に対

象の方へダイレクトメールを発送いたします。 

登録が済んだ方につきましては、民生委員から「支えあいカード」のコピー

の提供がありますので、登録者情報の確認と安全な管理をお願いいたします。 

 

２ あおば災害ネットについて 

あおば災害ネットに関する基本的な資料を配布しますので、是非ご一読い

ただきますようお願いいたします。 

会長が交替される際には「支えあいカード」とともに引継ぎをお願いいた

します。 

 

今月の自治会・町内会配送ルートにて、各自治会・町内会長の皆様に下記資

料を１部ずつ送付いたします。 

別紙１－１ あおば災害ネット登録促進のためのダイレクトメール発送に 

ついて 

 別紙１－２ ダイレクトメール同封の案内文 

別紙１－３  ダイレクトメール同封の返信用ハガキ 

別紙２－１ あおば災害ネット「支えあいカード」について 

別紙２－２ 支えあいカードの個人情報取り扱い上の注意点 

別紙２－３ あおば災害ネットリーフレット 

別紙２－４ 自治会長の交代時の「支えあいカード」の引継につきまして 

（令和６年６月 20 日区連会配布資料） 

 

区 連 会 資 料 
令 和 ８ 年 ２ 月 2 0 日 
総 務 課 
福 祉 保 健 課 
高 齢 ･ 障 害 支 援 課 

問合せ先：  ○地域防災拠点の発災時の運営など防災に関すること  

総務課 ℡（９７８）２２１３ 

○民生委員（訪問・支えあいカード作成担当）に関すること  

福祉保健課 ℡（９７８）２４３３ 

○支えあいカード、対象となる要援護者に関すること 

高齢・障害支援課 ℡（９７８）２４４４ 



 

 

 

 

あおば災害ネット登録促進のためのダイレクトメール発送について 

 

 

平成 20 年３月にスタートした「あおば災害ネット」は、自治会・町内会、民生委員児童 

委員等関係者の皆様のご尽力・ご協力により、地域の中で取組を進めていただいている 

ところです。 

要援護者の災害への備えの一環として登録促進のためのダイレクトメールを発送します。

発送後の流れは次のとおりです。 

 

 

ダイレクトメール発送と発送後の流れ 

  

１ ダイレクトメールの発送 

災害時要援護者リスト※１に新規に掲載された方（施設入所者を除く）で、「支えあい

カード」未登録の方を対象として、登録を促すためのダイレクトメールを、２月下

旬頃に発送します（発送件数約 1,500通）。 

 

２ ダイレクトメール発送後の流れ 

① 登録を希望される方から区役所への連絡（はがき※２の返送） 

     ↓ 

② 区役所は毎月の区民児協にて、登録希望者の情報を、各地区の会長へ提供 

   ↓ 

③ 各地区の会長は地区定例会にて、担当地区の民生委員児童委員へ提供 

   ↓ 

④ 担当地区の民生委員児童委員は順次、登録希望者を訪問し、希望者については「支

えあいカード」を作成し区役所へ提出 

   ↓ 

⑤ 区役所は原本を保管し、コピーを４部（自治会・町内会分、民生委員児童委員分、 

地域防災拠点分、本人分）民生委員児童委員へ提供 

   ↓ 

⑥ 民生委員児童委員から各自治会・町内会長、民生委員児童委員、地域防災拠点 

運営委員長、本人へコピーを提供 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 

別紙 １―１ 



※１ 災害時要援護者リスト 

災害時要援護者のうち、次のいずれかに該当する方の個人情報を記載した

一覧で、大規模等災害発生時には各地域防災拠点に提供されるものです。 

 

(1)  介護保険の介護度が要介護３以上の方 

(2)  全員が 65歳以上の世帯で、いずれも介護保険の介護度が要支援以上の方 

(3)  介護保険の介護度が要介護２以下で、認知機能の低下のある方 

(4)  障害福祉サービスを受給されている方（身体障害、知的障害、難病患者） 

(5)  聴覚、視覚障害者及び肢体不自由者で、個別の等級が１～３級の方 

(6)  療育手帳（愛の手帳）判定基準表Ａ１又はＡ２の方 

 

※２ 返信用はがき 

    対象者には、ダイレクトメールで別紙のようなご案内と返信用はがきを 

送付します。 

   

※３ 参考 

   令和７年 12月末現在、「支えあいカード」の登録者数は 3,465人です。 



 
あおば災害ネット（青葉区災害時要援護者避難支援システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青葉区では、震災等の災害発生時に、お一人では避難が困難な要援護者(ご
高齢の方や障害のある方等）の円滑な避難支援を進めていくための「あおば災
害ネット」を運用しており、地域における災害発生時の安否確認や避難支援の
備えとしています。 

 
この「あおば災害ネット」では、要援護者ご本人の申し込みにより、地区を

担当する民生委員等がご自宅を訪問し、ご本人の状況等に関する情報を 
記載した「支えあいカード」を一緒に作成します。 
作成後は、自治会・町内会役員、地域防災拠点運営委員、民生委員、区役所

の４者がそれぞれ「支えあいカード」を保管します。 
詳しくは、同封のリーフレットをご参照ください。 
 
「あおば災害ネット」の趣旨をご理解の上、「支えあいカード」の作成を希

望される方は、同封のはがきに「住所・氏名・電話番号・生年月日」をご記入
の上、青葉区役所あてにご返信ください。 
後日、地区を担当する民生委員等からご連絡の上、訪問いたします。 
 

 

 

 

 

 

 ご案内が到着した方へ  
 

 このご案内は、令和７年９月末時点において、裏面の要件に該当する方を対象にお送り 

しています。それ以降に転居・死亡等により該当されなくなった方や、すでに「支えあい 

カード」を作成された方は、お手数ですが、廃棄してくださいますようお願い申し上げ 

ます。 

 

※ 「ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業」で、区役所から、はがきを 

お送りした方もおりますが、今回ご案内するのは別の事業です。 

 

裏面もご確認ください 

別紙 １－２ 



 対象となる方  

 

このご案内は、令和７年９月末時点において、以下の要件に該当するご自宅に
お住いの方を対象にお送りしています。 
 

① 介護保険の介護度が要介護３以上の方 

② 全員が 65 歳以上の世帯で、いずれも介護保険の介護度

が要支援以上の方 

③ 介護保険の介護度が要介護２以下で、認知機能の低下の

ある方 

④ 障害福祉サービスを受給されている方 

（身体障害、知的障害、難病患者） 

⑤ 聴覚、視覚障害者及び肢体不自由者で、個別の等級が 

１～３級の方 

⑥ 療育手帳（愛の手帳）判定基準表Ａ１又はＡ２の方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 8 年 2 月 

【問い合わせ先】 

総 務 課 庶 務 係 （ 地 域 防 災 拠 点 の 発 災 時 の 運 営 な ど 防 災 に 関 す る こ と ）  

                               電話 978-2213 FAX 978-2410 

福祉保健課運営企画係（民生委員（訪問・支えあいカード作成担当）に関すること）   

                                  電話 978-2433 FAX 978-2419 

高齢・障害支援課高齢・障害事務係（支えあいカード、対象となる要援護者に関すること）             

                                電話 978-2444 FAX 978-2427 

        



 
登録を希望される方は、対象となる方の住所・名前・電話番号・生年月

日のご記入をお願いいたします。 

ご返信いただいた方に、後日地区を担当する民生委員・児童委員等が

訪問いたします。 

あおば災害ネット 
（青葉区災害時要援護者避難支援システム） 
「支えあいカード」の作成を希望します。 

記入日       年   月   日 

 

ご住所  青葉区                                     

                                        

お名前
（ ふりがな ）

                                      

お電話                                   

生年月日                                  

 

        

※ このはがきは、区役所を通じて民生委員・児童委員等が受け取ります。 

ご返信の際には、同封の情報保護シールを貼付してください。 

※ 「ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業」で、区役所から、 

はがきをお送りした方もおりますが、今回ご案内するのは別の事業で

す。 

別紙 １－３ 



 

 

あおば災害ネット「支えあいカード」について 

 

 災害時に一人では避難が困難な要援護者（高齢者や障害者等）を支援するために、青葉区

では要援護者の情報をあらかじめ地域で共有するための仕組みとして「あおば災害ネット」

を推進しています。 

登録を希望する要援護者の「支えあいカード」を作成し、情報共有のために関係者にお渡

ししています。要援護者支援には、民生委員、自治会・町内会、地域防災拠点及び区役所が

日頃から連携しながら体制を整えることが大切です。下記概要と別添のリーフレット及び

「支えあいカードの個人情報取り扱い上の注意点」を改めてご一読いただきますようお願

いいたします。 

 
１ 要援護者に地域の支援が必要な理由 

  過去の大きな災害では、生き埋めや閉じ込めから助かった人の大半が自助・共助により

命を取り留めました。普段在宅で生活している要援護者は自助が難しいケースが多いた

め、発災直後においては、共助＝「地域による助け合い」が特に大きな意味を持ちます。 

 

２ 支えあいカードの目的 

  地域のつながりの希薄化・弱体化が進んでいる現代において、個人情報に配慮しながら、

いざという時に備えて、災害時に一人では避難が困難な方の情報を地域で事前に共有す

ることを目的としています。 

 
３ 支えあいカード関係者それぞれの主な役割 

(1) 自治会・町内会 → 近隣による助け合いの体制づくり、発災時の助け合い 

 (2) 民生委員 → 支えあいカード作成・更新、関係者への（写）の配付 

(3) 地域防災拠点 → 発災時の助け合い 

 (4) 区役所 → 支えあいカード原本の保管 

    

４ 支えあいカードの活用例 

 (1) 平常時 

  ア つながり作り 

   ・ 訪ねてみる（顔合わせ） 

   ・ 地域の催しへの参加声がけ 等 

  イ 防災訓練 

   ・ 防災関係者（担当者）による要援護者の居住地確認 

   ・ 要援護者宅から地域防災拠点までの経路・避難方法の確認 

   ・ 地域防災拠点における要援護者の居住スペースの確認 等 

 (2) 発災時 

   可能な範囲での要援護者の安否確認、救助 等 青葉区高齢・障害支援課 

高齢・障害事務係 

電話：045-978-2444 

自治会・町内会長の皆様 別紙 ２－１ 



 

  平成 29 年施行の改正個人情報保護法（「個人情報の保護に関する法律」）により、「支え

あいカード」も同法の適用を受けるようになりました。そのため、「支えあいカード」の

個人情報の取り扱い上の注意点をまとめました。 

 

１ 基本的な考え方 

  個人情報保護法の基本的ルールは「自分の情報がどこでどのように扱われるか自分で

決められること」です。言い換えれば、本人が知らない間に個人情報が保有・利用・提供・

紛失等されることが無いように配慮・対応するということです。 

 
２ 個人情報保護法上の取扱事業者の主な義務 

(1) 個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて本人に伝えること（第 15 条、

第 18条） 

(2) 個人情報は決めた目的以外のことには使わないこと（第 16条） 

(3) 個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得ること（第 23条） 

(4) 健康状態や障害等の「要配慮個人情報」は本人の同意を得て取得すること（第 17条） 

(5) 本人からの「個人情報の開示や訂正等の請求」に応じること（第 28条、29条） 

(6) 取得した個人情報は安全に管理すること（第 20条） 

 

３ 支えあいカードの取り扱い上の注意点 

 (1) 支えあいカード（あおば災害ネット）の趣旨（目的）以外では使用しない。 

   支えあいカードは、災害発生時に要援護者の安否確認・情報伝達・救出救護・避難誘

導が近隣の助け合いのもとに円滑に進むよう、地域があらかじめ当該世帯を把握する

ことを目的としています。 

 (2) 支えあいカードに記載されている地域の関係者以外には情報を提供しない。 

   それ以外の第三者に提供する必要が生じた場合は、必ず本人の同意を得る。 

   支えあいカードに記載されている地域の関係者は次のとおりです。 

   ・自治会・町内会役員（班長等を含む場合が多い ※各自治会の規約による） 

   ・民生委員・児童委員 ・地域防災拠点運営委員 ・区役所 

 (3) 紛失や漏えい等を防ぐため、専用のフラットファイル等に綴じ、鍵のかかる場所に保

管するなど安全に管理する。 

   専用のフラットファイル（背幅 15mmピンク）は、以前、各自治会・町内会に配付し

ています（足りない等ありましたら、下記までご連絡ください。）。 

    

※自治会・町内会長が交替される場合は、確実な引継ぎをお願いいたします。 

 

青葉区高齢・障害支援課 

高齢・障害事務係 

電話：045-978-2444 

支えあいカードの個人情報取り扱い上の注意点 

別紙 ２－２ 
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かかりつけ医の診察券のコピー、お薬手帳のコピー、緊急連絡先なども一緒に
保管します。こうすることで災害時だけではなく急病などの際に、救急隊が活用する
こともできます。かかりつけ医などの医療情報があれば、搬送先の病院との調整に
役立ちます。



１　支えあいカードとは

２　支えあいカードの引継

青葉区高齢・障害支援課高齢・障害事務係
電話　978-2444　　

　災害発生時に一人では避難が困難な要援護者（高齢者や障害者など）の安否確認や避難誘導などが、近隣
の助け合いにより行えるよう、青葉区では、「あおば災害ネット」という要援護者の情報を地域が共有する
ためのシステムを区全域で運用しています。

　「支えあいカード」とは
　　あおば災害ネットに要援護者情報を登録するためのカードで、要援護者と地域をつなぐツール
　　○　要援護者にとって
　　　　災害時に備えて、自身の状況を可能な範囲で地域に知ってもらうためのツール
　　　（記載内容を自分で決められる）
　　○　地域にとって
　　　　災害時に助けを必要としている住民の情報を事前に把握し、
　　　　住民同士の助け合いにつなげるツール

自治会長の交代時の「支えあいカード」の引継につきまして

　支えあいカードは、自治会、地域防災拠点、民生委員、区役所がそれぞれ保管し、平常時から情報共有や
発災時を想定した体制づくりや訓練の実施に役立てていただいています。自治会長の皆様の具体的な役割
は、下段表の通りです。
　自治会長職の交代がある時は、引継ぎを行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

フェーズ 役割・実施内容 実施主体

支えあいカードの記載時の訪問、

支えあいカードの情報変更・削除・内容共有

近隣による助け合いの体制づくり 自治会・町内会

発災時を想定した、支援シミュレーション訓練等 地域防災拠点

支えあいカード原本の保管、あおば災害ネットへの
登録勧奨

区役所

発災時 安否確認・避難支援（可能な範囲での対応）
自治会・町内会・地域防災拠点のほか、地域の
支援者の皆様

平常時

民生委員

区 連 会 資 料
令 和 ６ 年 ６ 月 2 0 日
高 齢･障 害 支 援 課

別紙２－４
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